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1 留意事項(本文) 目次　上 留意事項の適用時期について

2 留意事項(本文) P.27
職業訓練サービスガイドライン研修に係る提出書類の猶
予期間について

職業訓練サービスガイドライン研修については、令和６年２月中旬に令和５年度の申込受付を終了する予定となっており、令和６年度の開講時期は令和６年７月以降を予定されています。業
務取扱要領の改正に伴い、令和６年２月中旬頃から令和６年６月末頃（開講が延期となった場合は、開講日前日）に申請する訓練課については、修了証書（写）、修了証明書（写）又は受講
証明書（写）は提出しなくても差し支えないものとしますが、令和６年７月以降（開講が延期となった場合は、開講日以降）の間も継続する訓練コースについては、開講後すみやかに研修を受
講してください。

3 留意事項(本文) P.29 職業訓練の実績について

申請の留意事項について、以下のとおり追記しました。

※ 令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ
－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）
ただし、経過措置として、令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が以下のイの要件を満たしている場合には、当該コースが認
定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

4 留意事項(本文) P.36 訓練対象者の条件欄について

今般の改正に伴い、以下のとおり修正しています。

（旧）
ロ オンライン訓練を実施する場合は、その受講に当たり、どのような設備、インターネット接続環境、パソコンスキル等が必要となるのかを記載してください。
（例）インカメラが付いているパソコンを所有し、上りと下りの双方で実測値が1.5Mbps以上のインターネット環境を準備できる 等

（新）
ロ オンライン訓練を実施する場合は、その受講に当たり、どのような設備、インターネット接続環境、パソコンスキル等が必要となるのかを記載してください。
なお、 通所が一切発生しない訓練コースの場合、かつ、受講者自らが所有するパソコンに当該訓練で使用するソフトウェアをインストールする場合は、必要に応じてパソコンのスペックやＯＳ
について記載することも可能です。
（例）インカメラが付いているパソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０以上）を所有し、上りと下りの双方で実測値が1.5Mbps以上のインターネット環境を準備できる 等

5 留意事項(本文) P.37、38、39、40

認定職業訓練実施基本奨励金（ＩＴ分野における認定職
業訓練実施基本奨励金、デザイン分野（ＷＥＢデザイン
の訓練コース）における認定職業訓練実施基本奨励金、
DX推進スキル標準対応訓練の特例措置）の特例措置に
係る支給について

今般の改正に伴い、以下の文言を追記しました。なお、本文中では、認定職業訓練実施基本奨励金（ＩＴ分野における認定職業訓練実施基本奨励金を⑯、デザイン分野（ＷＥＢデザインの訓
練コース）における認定職業訓練実施基本奨励金を⑰、DX推進スキル標準対応訓練の特例措置）の特例措置を⑱、として記載されています。

⑯から⑱の特例措置の支給要件を複数満たしている場合であっても支給される奨励金は⑯から⑱のいずれか１つであること。
また、複数の支給要件を満たしている場合は、⑯又は⑰の支給が優先されること。

6 留意事項(本文) P.39、40 DX推進スキル標準対応訓練の特例措置について
令和５年12月８日から令和９年３月31日までに開始されたＩＴ分野又はデザイン分野の訓練のうちＷＥＢデザインの訓練コース（以下「デジタル系訓練コース」という。）であって、経済産業省と
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が作成するDX推進スキル標準対応の訓練コース（認定様式第５号の訓練概要の末尾に【ＤＳＳ対応】と記載され、「ＤＸ推進スキル標準対応チェック
シート（認定様式第５号添付書類）」が添付されている訓練コース）に対する特例措置が創設されました。

7 留意事項(本文) P.44、45
「施設設備や教材等を有効に活用した効果的な指導のた
めの工夫、受講者ごとの特質及び習得状況に応じた指導
のための工夫」について

今般の改正に伴い、以下のとおり修正しました。

（旧）
訓練を効果的に実施するために工夫する点を記入してください。特に訓練を推奨する対象を訓練推奨者欄へ記入している場合は、当該訓練推奨者の特質等に応じた工夫の内容を記入して
ください。

（新）
訓練を効果的に実施するために工夫する点を記入してください。
特に訓練を推奨する対象を訓練推奨者欄へ記入している場合は、当該訓練推奨者の特質等に応じた工夫の内容を記入してください。
なお、訓練の中で、講師の説明を補助するための教材として、視聴覚教材（映像教材）を使用する場合は、以下（イ）から（ハ）にご留意ください。
（イ）訓練内容に関連しない動画（広告含む）を訓練時間中に流さないこと。
（ロ）外部動画サイト（不特定多数の者が自由に見るこができる無料の動画サイト等）を使用することは認められないこと。
（ハ）視聴覚教材（映像教材）の配信中であっても、受講者からの質疑等に対応するため、講師と受講者間で質疑応答が行える環境を整えることできる必要があります。

8 留意事項(本文) P.60、61、62、63
職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定事業に係
る注意喚起について

令和６年度以降は、職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定の新規取得及び更新できなくなりましたが、認定証の有効期間内は、加点を継続します。

9 別紙２ P.74 職業訓練の実績について

以下の内容が追記されています。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練実施機関）が、自社の社員向け
に実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際
に機構支部が認めた実績がAの期間に終了している場合には、当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

10 別紙６ P.96 保管している書類の取扱い 今般の改正に伴い、紙・電子媒体問わず、保管が必要な書類については、原則、訓練実施施設（書類の保管場所）からの持ち出しは認められない扱いとしました。

11 別紙１５ P.122、123 オンライン訓練を実施するに当たっての留意事項

また、オンライン訓練における個人情報の取扱いについて以下のとおり修正しました。

（旧）
オンライン訓練の実施に当たり原則として不要な個人情報を取り扱わないでください。やむを得ず受講者の個人情報を取り扱う場合は、漏えい等が生じないようご留意ください。
また、個人情報の保管や訓練実施施設外への持ち出しについては、持ち出しを行った者や所在を明らかにするとともに、データによる持ち出しを行う場合は、暗号化を徹底する等、十分に注
意して行ってください。

（新）
オンライン訓練の実施に当たり原則として不要な個人情報を取り扱わないでください。やむを得ず受講者の個人情報を取り扱う場合は、データの暗号化を徹底し、又、漏えい等が生じないよ
うご留意ください。

令和５年１２月８日以降に申請する訓練科の認定申請等に関する重要なお知らせ
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令和５年１２月８日以降に申請する訓練科の認定申請等に関する重要なお知らせ

12 別紙１２ P.106
成果シートを活用したキャリアコンサルティングの実施時
期について

今般の改正に伴い、以下のとおり修正しました。

（旧）
成果シートを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練期間の後半に、訓練受講者が訓練により習得した内容等を踏まえた上で実施してください。

（新）
成果シートを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練期間の後半に、訓練受講者が訓練により習得した内容等を踏まえた上で実施してください。
※ 成果シートを活用したキャリアコンサルティングについては、別紙１１「ジョブ・カードの作成支援の流れ」に記載のあるとおり、「訓練開始後概ね１か月以内」、「訓練半ば頃」、「訓練終了間
近」のように訓練期間を「前半・中盤・後半」に分けた時期の全てで実施してください。

13 認定様式第５号 訓練カリキュラムについて 業務取扱要領の改正に伴い、認定様式が変更となりました。

14 全般 その他、軽微な文言の追記・修正。


